
公益財団法人荒川区芸術文化振興財団役員等の報酬及び費用弁償等に関する規程 

 

平成２４年 ４月 １日制定 

 芸術文化振興財団規程第８号 

 

（目的及び意義） 

第１条 この規程は、公益財団法人荒川区芸術文化振興財団（以下「財団」と 

いう。）の役員（荒川区職員から選任された者を除く。）及び評議員（荒川区 

職員から選任された者を除く。）の報酬及び費用弁償等に関し、必要な事項を定 

めることを目的とする。 

（定義等） 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、各号に定めると

ころによる。 

（1）役員とは、定款に定める理事及び監事をいう。 

（2）常勤役員とは、この法人を主たる勤務場所とし、常時勤務する者をいう。 

（3）非常勤役員とは、役員のうち、常勤役員以外の者をいう。 

（4）評議員とは、定款の定めに基づき選任された者をいう。 

（5）報酬等とは、報酬、期末報酬その他の職務遂行の対価として受ける財産上

の利益及び退職手当をいう。 

（6）費用とは、職務の遂行に伴い発生する旅費（宿泊費を含む。）及び手数料

等の経費をいう。 

（報 酬） 

第３条 常勤役員の報酬は、別表１に定める額の範囲内で支給するものとする。 

２ 非常勤役員の報酬は、別表２に定める額の範囲内で支給するものとする。 

３ 評議員の報酬は、別表３に定める額の範囲内で支給するものとする。 

（費用弁償） 

第４条 役員及び評議員が職務により旅行するときは、旅費を支給する。 

２ 旅費の額については、前項の旅行に要した費用の実費を支給するものとす

る。 

３ 前２項の規定にかかわらず、区内在住の役員及び評議員が理事会及び評議

員会等に出席するために要した旅費は支給しないものとする。 

４ 旅費の支給方法その他は、理事長が別に定める。 

５ 役員及び評議員がその職務の遂行に当たって負担した手数料等の実費につ 

いては、請求により速やかに支払うものとする。 

（その他の報酬等） 

第５条 常勤の役員には、第３条第１項に定める報酬のほか、付加報酬、通勤



手当、期末報酬及び退職手当を支給する。 

２ 付加報酬の額は、公益財団法人荒川区芸術文化振興財団職員給与規程（以

下「給与規程」という。）にて定める財団職員の管理職手当、地域手当の相当

額とし、別表４の額を超えないものとする。 

３ 通勤手当の額は、給与規程に基づき算出した額を超えない範囲で支給する。 

４ 期末手当の額は、次の各号に掲げる額の合計額に、３月支給する場合におい 

 ては１００分の１０、６月に支給する場合においては１００分の９７.５、１ 

 ２月に支給する場合においては１００分の１０２.５を乗じて得た額を超えな  

 い範囲で支給する。 

（1）報酬月額に地域手当の月額を加えた額 

（2）前号の額に１００分の１７を超えない範囲で乗じて得た額 

（3）報酬月額に１００分の１５を乗じて得た額 

５ 退職手当の額は、在任期間１年につき第３条に定める報酬額の１ケ月分と

する。ただし、事務局職員を兼務する理事については、公益財団法人荒川区

芸術文化振興財団職員退職手当支給規程に基づき支給する。 

（報酬の支給方法） 

第６条 常勤役員の報酬等は月額をもって支給するものとし、毎月一定の日に

本人の指定する金融機関口座に振り込むものとする。 

２ 非常勤役員及び評議員に関しては理事会及び評議員会の出席等に応じて、

その都度、現金にて支給するものとする。ただし、非常勤役員のうち、理事

長の職にある者については、毎月一定の日に本人の指定する金融機関口座に

振り込むものとする。 

（公 表） 

第７条 この法人は、この規程をもって、公益社団法人及び公益財団法人の認

定等に関する法律第２０条第２項に定める報酬等の支給基準として公表する

ものとする。 

（改 廃） 

第８条 この規程の改廃は、評議員会の決議を経て行う。 

（補 則） 

第９条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の承認を得て別

に定める。 

（附 則） 

この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人

及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関す

る法律第１０６条第１項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。 



別表１（第３条第１項関係） 

役 職 名 報酬月額 

常 勤 役 員 ３０９，１００円 

 

別表２（第３条第２項関係） 

役  職  名 報酬日額 

理事長の職にある理事 ２０，０００円 

他 の 理 事 ６，９００円 

監    事 ６，９００円 

 

別表３（第３条第３項関係） 

役  職  名 報酬日額 

評  議  員 ６，９００円 

 

別表４（第５条第２項関係） 

役 職 名 管理職手当月額 地域手当月額 

常 勤 役 員 ６５，５００円 

報酬月額及び管理職

手当月額の合計に１

００分の１８を乗じ

て得た額 

 

附 則 

この規程は、平成２４年４月１日から施行する。 

 

 附 則 

この規程の改正は、平成２４年４月１０日から適用する。 

 

 附 則 

この規程の改正は、平成２５年３月２２日から適用する。 

  



附 則 

この規程の改正は、平成２６年４月１日から適用する。 

 


